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（凡例） 

法…宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和 36 年法律第 191 号） 

政令…宅地造成及び特定盛土等規制法施行令（昭和 37 年政令第 16 号） 

省令…宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則（昭和 37 年建設省令第３号） 

防災マニュアル…盛土等防災マニュアルの解説 

（編集：盛土等防災研究会、発行：株式会社ぎょうせい） 

市細則…水戸市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則（令和８年水戸市規則第 46 号） 

都道府県等…都道府県、指定都市又は中核市 

宅地造成等…宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積 

市街地等区域…宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地若しくは市街地と

なろうとする土地の区域又は集落の区域
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